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第 1章 共済組合について                    

第 1節 公立学校共済組合 

 公立学校共済組合は、地方公務員法第 43 条の共済制度に基づき地方公務員等共 

済組合法によって設立された法人です。 

 私たちの共済組合は、地方公共団体の負担金と組合員の掛金によって運営さ 

れ、組合員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上、公務に従事する体勢の整備

に寄与することを目的とし、給付事業及び福祉事業を行っています。 

掛金（保険料）徴収 掛金（保険料）・負担金の納付

長期給付事業（年金の支給）

短期給付事業（育児休業手当金、傷病手当金などの手当金支給）

福祉事業　  　（ドックなどの健診事業の実施）

組合員
公立学校

共済組合

給与支給機関
（地方公共団体等）

組合員の

相互救済
～生活の安定・福祉の向上～

 第 2 節 組  織 

01 公立学校共済組合 

公立学校共済組合の組織は、下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本   部 

運営審議会 

 

本   部 

 

本部の所属所

（直営病院） 

 

支   部 

運営審議会 

 

公立学校共済組合全体の 

運営方針を決定します。 
（九州中央病院など全国８病院） 

各支部の運営方針を 

決定します。 福岡宿泊所 

北九州宿泊所 

など全国３１施設 

支 部 の 所 属 所 

１ 公立学校 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、 

中等教育学校、特別支援学校、大学 

２ 都道府県教育委員会事務局の課及び教育事務所 

３ 都道府県教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関 

支   部 

 

宿 泊 施 設 
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福 祉 係 

 

 

年 金 係 

 

 
直通 092-643-3872 

02 公立学校共済組合福岡支部 

公立学校共済組合福岡支部の事務局は福岡県教育庁内（〒812-8575 福岡県福岡市博多

区東公園 7-7）にあります。 

福岡支部の各係の分掌は下図のとおりです。 

03 公立学校共済組合福岡支部の事務分掌 

 

1 法定給付（保健給付、休業給付、災害給付）及び附加給付 

2 組合員の資格の得喪、被扶養者の認定、取消 

3 第三者加害による損害賠償請求事務 

4 国民年金第 3号被扶養者届出代行事務 

 

1 特定健康診査・特定保健指導事業 

2 健康管理事業（{ 1日・脳・配偶者・へき地}ドック、PET健診、

大腸がん検診、女性検診、トータルヘルス、職場の健康づく

り支援、リラックス健康セミナー、こころの健康相談、禁煙

セミナー、こころの元気力アップセミナー） 

3 保養事業（宿泊施設利用補助、会合利用補助、婚礼施設利用 

補助等） 

4 教職員ライフプランセミナー、介護講座、若年組合員支援事業等 

5 福祉保険制度、アイリスプラン  

6 貸付事業(一般、特別、教育、災害、医療、結婚、葬祭、住宅、 

  住宅災害、介護構造、高額医療、出産) 

7 貸付金に伴う団体信用生命保険・債務返済支援保険 

 

1 老齢厚生年金、障害厚生年金、障害一時金及び遺族厚生年金 

2 退職届書 

3 組合員長期原票等の移換 

4 年金受給者・年金待機者に係る年金相談 

 

1 標準報酬 

2 支部の予算・決算・経理 

3 広報誌「共済福岡」の編集・発行 

4 組合員の掛金及び県・市町村負担金等の収納 

5 支部の人事・服務・給与  

6 支部運営審議会  

 

1 宿泊施設の管理・運営 

2 宿泊施設の整備・改修 

3 本部と宿泊施設との連絡調整 

 

福岡宿泊所  （福岡リーセントホテル） 

〒812-0053 福岡市東区箱崎 2-52-1     TEL092-641-7741 

北九州宿泊所（小倉リーセントホテル） 
〒803-0811 北九州市小倉北区大門 1-1-17  TEL093-581-5673 

 

宿 泊 施 設 

 

 

給 付 係 

 

 
 

直通 092-643-3871 

 

 

直通 092-643-3869 

 

 

総 務 係 

宿泊所 

経営管理室 

直通 092-643-3868 

 

 

直通 092-643-3868 

 

 


